
      船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年８月２６日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委      員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年１２月２１日 ０４時５１分ごろ 

発生場所 大分県国東半島東方沖 杵築市臼石鼻灯台から真方位０６８°９.５海里

（Ｍ）付近（概位 北緯３３°２８.９′ 東経１３１°５２.１′） 

事故調査の経過  平成２２年１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ コンテナ船 PERTH
パ ー ス

 BRIDGE
ブ リ ッ ジ

、１３,２４５トン（パナマ籍） 

９２３６３４１（ＩＭＯ番号）、LOS HALILLOS SHIPPING CO.,S.A. 

１６１.８５ｍ×２５.６０ｍ×１２.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１４,４４０kＷ、２０００年９月 

和吉
かずよし

丸、４.９２トン Ｂ 漁船 

ＹＧ３－４１２５０（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９２ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４０kＷ、昭和５２年６月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

外国免許 

免 許 年 月 日 不明 

免状交付年月日 不明 

（有効期限 不明） 

一等航海士Ａ 男性 ３１歳 

外国免許 

免 許 年 月 日 不明 

免状交付年月日 不明 

（有効期限 不明） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 昭和５０年４月１４日 

免許証交付日 平成２１年９月２８日 

（平成２７年４月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷１人(船長Ｂ) 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船体中央部に破口等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、一等航海士Ａが船橋当直に就い
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 て、国東半島東岸沖を速吸瀬戸に向け、対地針路約１５３°、速力（対地

速力、以下同じ。）約１９.６ノット(kn)で航行中、平成２１年１２月２１

日０４時５１分ごろＢ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、トロールに従事していることを示す

灯火を表示し、約１.６kn の速力で自動操舵によりえい
．．

網して南進中、０

４時４０分ごろ船長Ｂが右舷後方を振り向いたところ、Ａ船の両舷灯を視

認したが、えい
．．

網中の自船を避けてくれるものと思い、そのままえい
．．

網を

続けた。 

 船長Ｂは、０４時４５分ごろ、船首のマストに設置してあった黄色回転

灯を点灯し、揚網の準備に取り掛かった。 

 船長Ｂは、操舵室から出て、右舷中央部で網の索具を引き寄せようとし

たとき、右舷後方から至近に迫ったＡ船に気付いたが、どうすることもで

きず、０４時５１分ごろ、臼石鼻灯台から真方位０６８°９.５Ｍ付近にお

いて、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は瞬時に転覆し、船長Ｂは船内に閉じ込められた。 

 ０９時１３分ごろ付近を航行した船舶から海上保安庁に事故の通報がさ

れ、船長Ｂは、その後、船内から救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ時々雪、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

特記事項：速吸瀬戸の潮流は南流の末期であった。 

 その他の事項  Ａ船は、事故後、続航したが、海上保安庁から事故発生を知らされて油

津港に入港し、その後大分港に回航した。 

 Ｂ船のレーダーは、衝突予防援助装置が装備されていたが、事故発生前

に降っていた雪がやんで視界が良くなったので、スタンバイ状態になって

いた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船の漁具は、長さ約３００ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、夜間、国東半島東方沖において、えい
．．

網して漁ろうに従事中のＢ船の進路を避けずに航

行を続けたものと考えられる。 

 Ａ船がＢ船の進路を避けなかったものと考えら

れるが、船長Ａ及び一等航海士Ａから口述を得ら

れなかったことから、衝突の状況を明らかにする

ことができなかった。 

 Ｂ船は、えい
．．

網中であったことから、Ａ船が避

けてくれるものと思い、えい
・ ・

網を続けて南進して

いたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、国東半島東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船がえ
．

い
．
網による漁ろうに従事して南進中、Ａ船がＢ船の進路を避けずに航行を

続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




